
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年５月２６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１門第８号 

事故等種類 衝突（灯標） 

発生日時 平成２２年１１月２４日 １９時５６分ごろ 

発生場所 関門港若松区 福岡県北九州市若松航路第４号灯標 

（概位 北緯３３°５６.０′ 東経１３０°５０.９′） 

事故等調査の経過  平成２３年１月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第七 松
しょう

寿
じゅ

丸、１９９トン 

１３４５７４、有限会社松尾海運、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構 

 乗組員等に関する情報 船長、六級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷船尾部に擦過傷 

灯標 防護枠を曲損、レーダーリフレクターを損傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、約９ノットの対地速力で手動操舵に

より若松航路を西南西進中、若松航路第４号灯標（以下「本件灯標」とい

う。）付近にいた漁船を避けようとして左転したところ、平成２２年１１月

２４日１９時５６分ごろ、右舷船尾部が本件灯標に衝突した。 

気象・海象  

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：波 ほとんどなし 

その他の事項  本件灯標付近の航路内には、本事故当時、漁船が１隻おり、また、本件

灯標と若松航路第３号灯標の間の航路内に漁船が１隻及び本件灯標付近の

航路外に反航船がいた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、若松航路を西南西進中、本件灯標付近

にいた漁船を避けようとして左転したところ、本

件灯標に衝突したものと考えられる。 

船長は、若松航路内及び航路外の漁船や反航船

の動静を見ることに意識を集中し、本件灯標まで

の距離を確認しなかったものと考えられる。  

原因 本事故は、夜間、本船が、若松航路を西南西進中、船長が、本件灯標付

近にいた漁船を避けようとして左転した際、本件灯標までの距離を確認し

なかったため、本件灯標に衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

 




